
１．研究の背景と目的 
少子化の進行が社会的課題となっている。2016 年 3

月 18 日に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」
では、目標１として「結婚 ・出産を希望する若年世帯・

子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現」が掲げら

れ、子育て世帯が必要とする質や広さの住宅への入居の

支援や、子育て支援施設の立地誘導等による地域ぐるみ

の子育て環境の整備等が基本的な施策に位置づけられた。 
一方、地方公共団体１）の制度に目を向けると、子育て

世帯向けの住宅に関する独自の基準を設定し、基準を満

たす住宅の認定制度（以下「子育て住宅認定制度」とい

う。）を設け、普及に向けた支援措置を講じている先進的

な地域が存在する。今後こうした地域の取組みを全国的

な施策として普及・展開を図っていくことが重要となる。

そのためには、国において「子育てに配慮した住宅（以

下「子育て配慮住宅」という。）に関する基準やガイドラ

イン」を作成・公表し２）、その普及に向け制度的な措置

を講じていくことが求められる。 

そこで本研究では、子育て配慮住宅の基準等を検討す

るためのデータの取得を目的とし、次の２点の解明を目

的とする。【目的１】：地方公共団体の子育て住宅認定制

度における認定基準の設定の考え方、実績と普及上の課

題。【目的２】：子育て世帯が子育ての上で重要と評価す

る住宅及び居住環境のハード及びソフトの具体的な内容。 
 
２．研究の実施方法と本研究の位置づけ 
目的１については、2016 年度当初時点で制度を有する

全国 12 の地方公共団体を対象とし、ホームページ情報

で制度概要を整理した上で、電話ヒアリング調査（調査

票を事前送付：調査時期は 2016 年 10 月～12 月）によ

り、制度の実態（目的、認定基準の設定の考え方、普及

促進策、実績）と施策担当者の評価・課題認識を把握し

た。子育て住宅認定制度については先行研究が存在する

が３）、直近時点で制度を有する全地方公共団体について、

認定基準の設定の特徴・考え方や実績を比較し、制度改

善に向けた課題を考察している点に本研究の特徴がある。 
  
 

報告区分  １ 

*1 国土交通省 国土技術政策総合研究所  
住宅研究部 住宅性能研究官 博士（工学） 

National Institute for Land and Infrastructure Management, 
MLIT, Research Coordinator for Housing Performance, Dr. Eng.  

子育て配慮住宅の基準化に関する研究 
－地方公共団体の子育て住宅認定制度の実態・課題と消費者ニーズの分析を通じて－ 

 
Study on Housing and Residential Environment Standards of Childcare Housing 

- Analysis of Childcare Housing System by Local Governments and Needs of Childcare Household - 
 

○長谷川 洋*1

HASEGAWA Hiroshi
 

This paper aims to clarify the subject of authorized standards of childcare authorization 
housing system by local governments, and the needs of childcare households. Main issues to 
consider the authorized standards of childcare authorization housing system are as follows; 
1) It is important to limit required item on the authorization to some common critical items 
and to set up the rational standard based on an enterpriser and consumer needs.  2) It is 
important to set up standards conscious of a life stage of the childcare households because 
the emphasized element for housing is different depending on the age of the child.  3) It is 
important to set up standards can be applied to existing housing rationally.  4) In order to 
support the spread of childcare housing, it is necessary to enhance childcare services by local 
governments that can be widely available in the neighborhood or local community. 

 
キーワード：子育て配慮住宅，認定制度，基準，消費者ニーズ 

Keywords: childcare housing, authorization system, authorized standards, consumer needs   
 

住宅系研究報告会論文集 12　日本建築学会　2017.12

－ 23 －

報告区分 1



目的２については、目的１で把握した 的な認定

目を えて 50 目の調査 目を設定し、WEB アン

ート調査を実施しデータを した。調査は、 した

調査会社の全国 47 の ニターを対象に、住宅

タイ （ て ・ て ・ ン ン・

ア ート）と長子年 （0～3 ・4～6 ・ 学生 1
～3 年生、 学生 4～6 年生、 学生） とに目標 ン

を設定し、有 ン を する で実施し（調

査期 2016 年 12 月 19 日～26 日）、計 5,042 ン

を得た。調査にあたっては、有 な重要度評価を把握す

るため、調査 目 50 目について「住居費を けて

重要と う 目」を把握する工 をした。住居費 担が

して 、子育て世 が重要と考える居住ニーズを具

体的に明ら にしている点に本研究の特徴がある ）。 
 
．地方公共団体の子育て住宅認定制度の実態と課題 

 地方公共団体の子育て住宅認定制度の実態、認定基

準の設定の を し、普及 での課題を考察する。 
 認定基準の 定の  

表１に対象とした地方公共団体の子育て住宅認定制度

の概要と認定の考え方を している。 た、表２に 地

方公共団体の認定 目の設定 を比較一 的に して

いる。「  住 部 」「  共 部 ・ 地（団地）

内」「  設施設」「  ー ・ 理 」「  
ニ ・立地」の とに認定 目を整理している。 

 表１で認定の考え方をみると、川 と は、認

定上必 満たす 「必 目」のみで制度を して

いるが、その の自 体では必 目と「 目」で

成されている。 目の いは、世 谷 と

は「 合することが望 しい」 目としての表 である

が、その の自 体では、一定以上の 目 は一定の

点 以上を満たすことを認定の要 としている。 
 次に、表２で 以上の自 体で されている必

目をみると次の 目が 当する。「対象住宅」：住 、

住 、 性の 、住宅性能評価 の取得。「  住
部 」： の解消、 対策、 ハ

対策、 性能の 。「  共 部 ・ 地内」： 地内

及び 共 部 の の解消、 ーターの設置（共

住宅）、 対策、共 関の ート 等の

。「  設施設」：キ ズ ーム・ 会所の 設。 
必 目 は、 で共 住宅が 18.7（ 存住宅 11.3）
目、 住宅は 11 目である。 は の 51

目、 少は の 8 目（ 存住宅 4 目）である。 

 制度の目的・基準・実 と に け 課題 

表３は 地方公共団体の制度の目的、基準設定の特徴、

普及促進策と実績、評価・課題を整理した のである。 

 制度の目的  少子化対策や子育て世帯の 入・定住

促進を図るために子育て支援住宅の普及促進を目的とす

るのが 自 体（ 制度）を める（目的 ）。その の

自 体は、子育て支援住宅の認定を通じて地域向けの子

育て施設（以下「施設」という。）の整備を図ることを

な らいとしている（目的 ）。 が施設の 設と

子育て支援 ー （以下「 ー 」という。）の

の必要があるタイ （世 谷 、 ）と、施設 設

のみのタイ （ 、川 、 ）がある。 

 実  全制度の年当たりの 実績は、共 住宅が

2.3 年、 住宅（団地）が 3.9 年である。共

住宅で全体 を上 っているのは 、 、

、広 の 自 体である。一 、 は実

績がない。 住宅は、 の実績が 対的に い。 

 基準の と に け 課題  制度の目的、認定

基準の 準、支援制度と地域の住宅事情・ は制

度実績に を及 す。これらの関 と自 体担当者の

評価を え、制度普及に る課題について考察する。 

、制度実績に する認定基準に関して、 自

体の制度の住宅ハード（「  住 部 」及び「  共
部 ・ 地内」）の必 目 を とした「

ラ ター （k-means ）」を（ ラ ター を

と設定して）行い ）、 化した。結 を表３の基準認

定の特徴の に す。 が必 目 （住

部 、共 部 ・ 地内と ） 、ついで （住

部 をより重 ）、 （共 部 ・ 地内を重

し、住 部 は 満）の となり、 が

（住 部 、共 部 ・ 地内と ） 少となる。 

 目的 の制度  少子化対策や子育て世帯の 入・

定住促進に向けて、住宅ハード らソフト で ラン

の取れた住宅の普及を目的とするが、実績は である。 
実績が全体 を上 る３自 体のう 、 、広

は住宅ハードの必 目 が 少の である。

目は 広く設定されているが、 な によ

り事 者の 工 を 能としている。 た ーン、

容 （広 ）の支援制度 存在する。 は

必 目が の であるが、先行施策の「子育て

世帯向け 住宅制度（ デ 事 ）」による事 者

ニーズ等を えて基準が設定されている ）。 た、整

備費 や容 の支援制度 存在する。これらの点
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が 自 体で を上 る実績の理 と考えられる ）。 

次に、実績が全体 を下 る自 体についてみる。

は住宅ハードの必 目 が の である

が、一定 準の の や、 目ではあるが共

部 ・施設 設の 目の ら一定 の 合が要 で

ある。住宅整備費 等が設けられているが ）、 の担

当者は地域的に 地での事 が いため支援制度

の が しく、 ・ 地 に を及 す基準（住

、住 、 、 イ ト等）が にな

っていると評価している。地域の 地事情を えた基

準設定が課題である。 は住宅ハードが で、

の の施設 設と ー の 必 である。

整備費 はないが、容 制度の活 等によって一

定の実績はある ）。し し、近年は実績が び でお

り、 の担当者は基準の 直しが課題と評価している。 

一方、一 と は実績がない。一 は、住宅

ハードは で、 つ の の施設 設と ー

の 方が必 であるが、支援制度はない。この点

が実績に していると考えられる。 は、住宅ハ

ードは であり、施設 設や ー に る必

目の設定 ないが、 目が 広く設定されてお

り、一定 目 の 合が求められる。 の担当者は、

目を めた基準の内容に えて、 ン ン の

対的少なさが実績に していると評価している。 

子育て・子育 の 点 らの安全性や 性の と、

地域性や での普及性の ラン を えた認定

目・ 準の設定と支援制度の整備が課題となる。 

 目的 の制度  住宅 を通じて施設の整備促

進を重 する制度である。全体 を上 る実績がある

のは である。住宅ハードは必 目 が 少の

であり、 目 合を必要としない。 ー

ンや容 の支援制度 設けられている。地域に開

された施設（ 育所、 と子のつ いの広 等）の整備

を の目的とし、施設 設住宅の普及に配慮している。 

１ 地方公共団体の子育て住宅認定制度の ・認定の 方 

自治体
名 

制度名 制定年 
対象 
住宅 

子どもの
年齢想定 

認定の考え方 

埼玉県 子育て応援マンショ
ン認定制度 

2011 年 
4 月（2016
年 1 月改） 

共同住宅／ 
新築・既存 

満 18 歳未
満 

【必須項目】全項目に適合。  【選択項目】①住戸専有部分(A)：17 点以上（全 25 点中）／②共
用部分(B・C)：24 点以上（全 36 点中）／③サービス・管理運営(D)：1 項目以上適合（3 以上適合
の場合は他の配点に優遇）／④立地（E）：12 点以上（全 18 点中） 

子育て応援分譲住
宅認定制度 

2011 年 
4 月 
（2016 年
10 月改） 

戸建住宅 
（5 戸以上団
地）／新築 

概ね 12 歳
（小学校卒
業）まで 

【必須項目】住宅の仕様：全項目に適合。  【選択項目】①「ゆとり重視型（住宅延べ面積が 100
㎡以上かつ敷地面積が 110 ㎡以上）」：各項目（a〜c＊）に定める基準に各１以上適合／③機能
重視型（住宅延べ面積が90㎡以上かつ敷地面積が100㎡以上）」：各項目（a〜c＊）に定める基
準に各 2 以上適合／④立地（E）：12 点以上（全 18 点中）  ＊a：家族の絆の確保等、b：子ども
の安全性確保、c：居住環境の確保 

埼玉県 
流山市 

子育て応援マンショ
ン認定制度 

2016 年 
4 月 

共同住宅／ 
新築・既存 

概ね 12 歳
（小学校卒
業）まで 

【必須項目】①「子育て応援マンション」：全項目に適合。   
（【選択項目】②「特別応援マンション」：全項目のうち 18 項目以上適合。特に積極的に子育て支
援施策を実施しているマンションとして認定。） 

東京都 子育て支援住宅認
定制度 

2016 年 
2 月 

共同住宅／ 
新築・既存 

12 歳に達
する年の
年度末ま
で 

【必須項目】全項目に適合。  【選択項目】①新築：12 項目以上（「立地（E）」1 項目以上、「住戸
部分(A)」8 項目以上、「共用部分(B)」1 項目以上、「施設併設・サービス(C・D)」1 項目以上等）に
適合／②既存・改修：23 項目以上（「立地（E）」1 項目以上、「住戸専用部分(A)」15 項目以上、
「共用部分(B)」5 項目以上、「施設併設・サービス(C・D)」1 項目以上等）に適合 

墨田区 すみだ良質な集合
住宅認定制度 
（子育て型） 

2013 年 
4 月（旧制
度：2002
年） 

共同住宅／
新築・既存 

規定なし 【必須項目】全項目に適合  【選択項目】分類ごとに次に適合。①住戸専用部分(A)：適合する
項目の配点合計が 10 点以上／②共用部分(B・C)：同 10 点以上／③サービス・管理運営(D)：同
5 点以上／④立地(E)：適合する項目の配点を「住戸専用部分」「共用部分」に分配し、当該合計
点に加算可能 

世田谷
区 

子育て支援マンショ
ン認証制度 

2006 年 
4 月 

共同住宅／ 
新築・既存 

規定なし 【必須項目】全項目に適合。  【選択項目】適合することが望ましい 
※ 認証期間は 3 年単位（再認証可能） 

川崎市 子育て等あんしんマ
ンション認定制度 

2008 年 
4 月 

共同住宅／ 
新築・既存 

規定なし 【必須項目】全項目に適合。  ※ 認定期間は 5 年単位（再認定可能） 

横浜市 地域子育て応援マ
ンション認定制度 

2008 年 
10月2015
年8月改） 

共同住宅／ 
新築・既存 

規定なし 【必須項目】全項目に適合。①新築「住まい＆子育て支援施設認定マンション」：住戸面積、バリ
アフリー化、遮音性、子育て支援施設に適合／②既存「子育て支援施設認定マンション」：住戸
面積、子育て支援施設に適合。  【選択項目】適合することが望ましい（適合状況を公表）。 

愛知県 
一宮市 

子育て世帯向け民間
マンション認定制度 

2008 年 
4 月 

共同住宅／ 
新築 

規定なし 【必須項目】全項目に適合。 【選択項目】7 項目以上に適合。「住戸専用部分(A)」及び「共用部
分(B)」は各 1 項目以上、「サービス・管理運営(D)」は 2 つ以上のサービスを実施すること 

滋賀県 子育て応援マンショ
ン認定制度 

2015 年 
4 月 

共同住宅
（分譲）／新
築 

概ね 12 歳
（小学校卒
業）まで 

【必須項目】①全住戸のうち３割以上の住戸：全必須項目に適合／②マンション及び周辺：全必
須項目に適合。 【選択項目】①住戸専有部分(A)：適合する項目の得点合計 11 点以上／②マ
ンション及び周辺(B～D)：同 11 点以上（うちソフト事業(D)4 点以上）／③立地(E)：同 10 点以上 

子育て応援戸建て
住宅認定制度 

2015 年 
4 月 

戸建住宅（10
戸以上団地） 
／新築 

概ね 12 歳
（小学校卒
業）まで 

【必須項目】①分譲住宅団地を構成する全住宅のうち３割以上の住宅：全項目に適合／②分譲
住宅団地及び周辺：全項目に適合。  【選択項目】①住戸専有部分(A)：適合する項目の得点
合計 10 点以上／②分譲住宅団地及び周辺(B～D)：同 6 点以上／③立地(E)：同 10 点以上 

大阪市 子育て安心マンショ
ン認定制度 

2005 年 
6 月（2013
年3月改） 

共同住宅／
新築 

規定なし 【必須項目】①住戸専用部分：全認定基準に適合する住宅が全住戸の過半／②共用部分：全
認定基準に適合。  【認定基準に適合】 「快適で安心」、「便利で安心」、「安全で安心」、「楽し
くて安心」、「いろいろ安心」５視点から 17 項目を抽出し 7 分類（a～g）。各分類について、a～c
及び e～g は１項目以上、d はバリアフリーを含む 1 項目又はそれ以外の 2 項目以上を満たす場
合を認定基準に適合とする 

神戸市 こうべ子育て応援マ
ンション認定制度 

2005 年 
8 月（2015
年4月改） 

共同住宅／ 
新築・既存 

規定なし 【必須項目】全項目に適合（評価度 a 項目）。 【選択項目】①評価度 b 項目：5 項目以上適合（全
7 項目中）／②評価度 c 項目：3 項目以上適合（全 8 項目中）／③管理運営上の工夫（評価度 d
項目）：事業者が提案し実施する子育て応援のための管理運営上の工夫（３年以上継続して実
施）のうち 1 項目以上適合。 

広島県 子育てスマイルマン
ション認定制度 

2013 年 
3 月（2014
年4月改） 

共同住宅／ 
新築・既存 

規定なし 【必須項目】全項目に適合。  【選択項目】①近所の子どもが集まり遊べる住まい環境(a)：適合
している項目の配点の合計が 16 点以上／②地域の人たちが助けてくれる住まい環境(b)：同 6
点以上／③親同士が助け合い・交流できる住まい環境(c)：同 6 点以上／④働きながら子育てで
きる住まい環境(d)：同 11 点以上／⑤安心して子育てできる住まい環境(e)：同 11 点以上 
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２ 地方公共団体の子育て住宅認定制度の認定 目の 定  

認定   

住宅 戸 住宅 
埼玉 
県 

流山 
市 

東京 
都 

墨田 
区 

世田谷
区 

川崎 
市 

横浜 
市 

一宮 
市 

滋賀 
県 

大阪 
市 

神戸 
市 

広島 
県 

埼玉 
県 

滋賀 
県 

 

住戸  11               
住戸面積 13                    
敷地面積 3               

性 4                    
性（ 構 又は準 構 ） 7               

住宅性能評価 （設計及び建設） 8               

  

バリ
アフ
リー 

の  11              d          
の構 （ 上 、 面、 み等） 5                   

すり（ 以外）の設  2   ※                   
・出 の  2                      

事  
 

（バル ー、 、 等） 8                         
（ ・ の 、 ア等） 2 A    A ※     A A d  bc ae b A  
（ 、 り等） 3 A    A        A d b ae   A 

み （ ア、 ） 3 A   A A       A A    b   b  A 
め （ 、トイ 等） 3                c     
所 の （ 、 等） 3 A   ※ A        A      b A 

ン ント  3 A   A A      A A    b  A 
ス  1   A       A         

（ 理 、 ン等） 2   ※                

 
策 

・ 等の構  3 A   A                 ae b    
ー リ  0 A              A       b A  

イン ー ン 2   A                      

 
策 

家 の  3                         
アの 用 1 A                         

性 
・  0   A                       

シ ス（ ル アル ） 策 11     ＊1              ae     

遮音 
性能 

重 音 策 7    A ＊1             b        
音 策 6     ＊1                  

の 策 3 A   A A         A            
部の音 れ 策 1 A   A A         A        c A  

各部
の

、
間
り、設

等
の工
夫 

、  1 A   A A          A b  c  e  a  A  
の  3 A   A          A b        A  

トイ の  1   A A      A      c        
の  1   A A                      

リビン の ・ 、リビン 中心 0              A  c      a A  
の  0    A       A             

 0                a         
間 りの可 性 0 A   A A        A  a      a  A  

れる工夫（ 面 ン等） 1 A   A A      A  A  a   e    A  
しの工夫（ 機等） 1   A                       

スイ （位 、 イ スイ 等） 1                          
子どもの い すい設 （ バー ン
ル、 バー 等） 

2 A  A          c  

れ 策（ し すい仕上 等） 0            A             
バル ー等 のス シン 設  0 A  A A     A      

設  0            A     c        
イン ー ト・ ー バン 応設  0 A            c  

 
バリ
アフ
リー 

等から建 出 までの な
（ 等） 

7 BC  B BC  1    e   c  

建 出 から住戸までの  6 BC  B   1  B  e   c  
共用 の構 及び 状等 2   B BC    B   b    
共用 の  0   B            

ー ーの設  10   B            
ー ーの仕様（ の 等） 4 BC  B BC    B BCD      

共用 の仕様（ ート 等） 5   B BC           
共用 ・ の  1               

事  
 

（共用 ・ 等） 7               
（共用 ・ ス面等） 2 BC   BC    B BCD  c    
（共用 ・敷地 等） 1   B            

み （共用 ア等） 0               
所 の （機 等） 3 BC   BC       b    
に る  2 BC        BCD      

敷地 の 分 等 2            a   
敷地周 の安全性（交 、 等） 0 BC   BC     BCD     BCD 

 
策 

共用 の仕様（ ート 等） 6 BC   BC        
 

abde 

  
ー ーの仕様（ 、 等） 5 BC  B           

視の目の き く配 （管理 、
し、 視 、 便 け、 度等） 

3 BC   BC    B      

ー ン外構（ い け 等） 2             2  

 
の建  2               

の確保 0               

等 

ス ースの確保 0 BC   BC    B BCD   d   

合ス ースの確保（ バス等） 1 BC   BC     BCD    2 BCD 

 

所 

ー ートの確保 0              A 
場の確保 5   B     B BCD   ad  A 

ビー ー・ 場の確保 2   B BC     BCD  c    

等 ・ 外 の確保 0              A 

自
治
体
数 

対
象
住
宅 

Ａ 

住
戸
専
用
部
分 

Ｂ 

共
用
部
分
・敷
地
内 

住宅系研究報告会論文集 12　日本建築学会　2017.12

－ 26 －



２ 地方公共団体の子育て住宅認定制度の認定 目の 定 づ  

認定   

住宅 戸 住宅 
埼玉 
県 

流山 
市 

東京 
都 

墨田 
区 

世田谷
区 

川崎 
市 

横浜 
市 

一宮 
市 

滋賀 
県 

大阪 
市 

神戸 
市 

広島 
県 

埼玉 
県 

滋賀 
県 

 共用設  

い場の設  0 BC  B BC           
共用トイ の設  0 BC  B BC           

むつ ・ のス ース確保 0 BC              
共用 ール等 の AED 設  0               
ト ン ルー の設  0        B       

ン 等の設  0   B         a   
地・ 等の確保 0 BC  B          c  
集積所 1               

 併設施設 

ルー ・集 所の併設 6 BC  CD BC     BCD   cd 2 BCD 
イ トの併設 3 BC  CD BC     BCD   ad  BCD 

子育て支援施設（保育所、親と子の
つどいの 場等）の併設 

2 BC  CD E           

交流を すス ースの設  0   CD       g     

 

子育て 
サービス 

子育て支援サービス（育 、
サービス、家事サービス、専
提 等）の実施 

2 
D 

い
れか 
適合 

 CD D    
D 

つ 
実施 

BCD g d d  BCD 

交流機  
居者間 周辺住民との交流イ

ント・子育て 支援の実施 
3   D     BCD  d 

 
abc  

い れ
か つ 

BCD 

地域  
近 保育・ 施設と した子
育て支援サービス等の実施 

1   D     BCD  d e BCD 

提  子育て の提 ( 等) 2              
集 集から 居までの配  1               

管理・
ルール 

な を営むための管
理・ ルール等の 成 

1               

  

地域・
 

地域の （ 、
事、 、 等）が  

1   E          2 BCD 

子育て 
施設等 

地域の子育て支援施設の近 性 1 E   E     E 
g 

い
れか 

つ 

 c E E 
保育所、 の近 性・利便性 0 E  E E     E  d E E 

育施設（小・中学校、 、学
、公民 等）の近 性 

0 E  E E     E  b E E 

施設の近 性 0 E  E E     E  e E E 
利便

施設 
業施設の近 性 0 E  E      E   d E E 
・バス の近 性 0   E         d   

公 等 公 ・ 等の近 性 2 E  E      E   ac E E 

 

合計 【18 7(11 3) 11 0】 10 13 51 25 10 24 16 5 8 4 24 17 25 16 11 12 10 
 住宅・住宅専有部分 【10 5(6 3)  8 0】 7 2 29 14 7 16 10 2 5 3 14 9 13 6 8 7 9 
 共用部分・敷地  【6 3（2 7)  1 5】 2 10 16 6 3 5 5 2 2 0 6 8 8 8 3 2 1 
 併設施設 【0 8(0 7）  0 5】 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 2 0 1 0 
 サービス・管理運営 【0 8(1 3）  0 5】 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
 ・立地 【0 3(0 3)  0 5】 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

   
  

 
その の自 体の実績は全体 を下 る１ ）。世 谷

は事 による施設 設に えて、 ー の が

必 である。 の の施設 設と（ の

目 らの は 能であるが） ー の が必

である。事 による ー の を要 とする 合、

求める ー の内容の さや 期 の長さによって

は１１）、事 の 担が くなり、制度 につながり

にくいと える。事 者に求める ー と自 体によ

る ー や支援制度との ラン が課題となる。 

川 は住 部 の必 目 は 少の で

あるが、一定の住宅性能評価 等 の １２）が要

で、 の担当者はその基準が いと課題認識している。

なお、世 谷 、川 では整備費 が設けられてい

るが、 設施設（キ ズ ーム・子育て の 会所）

のみが対象である。このため、子育ての安全や に配

慮した住宅の性能や の へのイン ン には

なりにくく、 の は さいと評価されている１３）。 

子育て施設の 設を重 する制度では、住宅ハードの

基準設定に えて、住宅整備の支援策 検討課題となる。 

  住宅の基準に て  制度対象には一 、

、 を いて、 存住宅 れる。し し、

住宅と 存住宅とで なる認定基準を設定している

のは、 、川 、 のみである。これら３自

体では、 存住宅では必 目を らすな して普及

に配慮している。そのため、実績に める 存住宅の

合は、 、川 と を める。

は 住宅の基準 対的に いため の 合

が いが、 存住宅 を める。一方、 住宅

の基準を 存住宅に その している自 体では、

存住宅での実績は と は全くない。子育て世帯

向けの 質な 存住宅の 通の促進が政策課題となって

おり１ ）、 存住宅に る な基準の設定が課題である。 

【 】 1）表 の に す の は、各認定項目を必須項目としている を している。 
2）表中の は次のと りである。な 、 及び のアルフ トは表１の「認定の 」 に しているアルフ トと 応している。 

「 」は必須項目、「 」は選択項目、「 」は流 に ける特別マンショの項目。な 、「 ／ 、 ／ 」は について「新築／既存」の びで表 している。 
「※１」： 項目が設けられて り、 項目に ては選択項目が含まれているもの   
「＊1」：新築と既存で確保する性能 準が なるもの  「＊2」：＊2 の けた項目の中でい れかを確保することが必須の項目 

3）表末の必須項目 の の は各 制度の必須項目 を、【 】 の は全制度の 必須項目 を「【共同住宅（ は既存のみ）／戸建住宅】で している。 

 
 

 

・

 
 

・

地 

Ｂ 

共
用
部
分
・敷
地
内 

自
治
体
数 
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 地方公共団体の子育て住宅認定制度の目的 基準 定の 実 ・課題 

 自治
体名 

対象 
 

定の   
     

      

住
宅 

 
新築・ 
既存 

①  
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) ( ) ( ) 

・必須項目は住宅 ー のみの設定で項目 も
の類型。選択項目は全 に く設定して

り、選択 に る 応は可能だが、分類ごとに
定の適合が必 。 

)認定マー  
) 提  
) 帯 ーン 

24 ・ 
5 328 戸 
（3 ） 
【4 年】 

・実 は 定で 。既
存は公的住宅が中心で民
間住宅での制度 用の リ

ト等の 確化が 。 

流
 

新築・ 
既存 

② 
2 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・住宅 ー は住戸専用部分の必須項目 は
で、共用部分・敷地を り重視。地域の子育て

支援に 応するため、子育て支援施設の設 が
必須。選択項目の設定はない。 

)認定マー  
) 提  

 

2 ・792 戸 
（1 ） 
【2 年】 

・ 及を目 し、近年の新築
住宅 ルを 定し基
準化。制度 で、
制度周 が必 。 

 

新築 

① 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目は、併設施設以外の住宅 ー からソ
フト支援・立地まで く設定し、住宅 ー の
必須項目 が の類型。子育て支援サービス

成、立地等のソフト面も重視。選
択項目も全 に く設定。 も基準が い。 

・既存住宅は住宅 ー の必須項目を らして設
定しているが、項目 は 目に い類型。 

)認定マー  
) 提  
） 助 
) 積  

9 ・263 戸 
（6 ・110
戸） 
【9 年】 

・制度 設 間もないため、
実 の評価、基準の 証
等には 定の期間が必 。 

既存  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
新築・ 
既存 

①  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目は住宅 ー のみの設定で項目 も
の類型。選択項目は全 に く設定して

り、選択 に る 応は可能だが、分類ごとに
定の適合が必 。 

)認定マー  
) 提  
） 助 
）住民 支援 

2 ・44 戸 
（旧制度：11

） 
【0 5 年】 

・ の小規 化に り敷地
の基準の適合が 。選

択だが事業 のソフトの
も い ー ル。 

世
 

新築・ 
既存 

② 
1 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目を住宅 ー からソフト支援まで く
設定（立地以外）。子育て親子の交流を目的と
し、施設併設、子育て支援・交流事業が必須。住
宅 ー の必須項目 も 目に い類型。 

)認定マー  
) 提  
) 助 

2  
【0 2 年】 

・全 に基準が いと評価。
が く、 助

の が く、施設併設も
加価 になりにくい。 

 

新築 
 

② 
2 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・ 成の支援を 目的の つとし、
ルー ・集 所等の施設の設 を必須項目と

し、併設施設を 用した 成 子育
て支援を している（子育て支援サービスは
が提 ）。 

・住宅 ー は、新築では共用部分・敷地を重視。 
・既存は共用部分・敷地の必須項目 も なく設
定し、住宅 ー の必須項目 は の類型。 

)認定マー  
) 提  
) 助 
)子育て  

 

8 ・ 
2 596 戸 
（7 ） 
【0 9 年】 

・事業者から住戸性能評価
の 得の ー ルが い

との がある。 
・子育て 等の
に るサービス提 は評価

れている。 助 り
も住民 助 の
望が きい。 

既存  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

新築 

②
2 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・地域の子育て支援に 応するため、子育て支援
施設（保育所等）の併設が必須。 

・新築は、必須項目は住宅 ー のみに設定し、
項目 は の類型。既存は、共用部分・ 外
に必須項目を設けないなど、基準を らに く設
定。選択項目の設定もなく、 も基準が い。 

)認定マー  
) 提  
) 帯 ーン 
) 積  

24  
（6 ） 
【2 8 年】 

・施設併設以外は、 及に
配 した基準を設定。 

・新築は 積 割 に り
規 で 及。既存は
認定の リ トが ないた
め、公的住宅のみ。 

既存  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
新築 ①  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目を立地以外に く設定。施設併設、
サービス提 については 項目の適合が必
須。住宅 ー は住戸専用部分を り重視。 

)認定マー  
) 提  

 

0  
【0 年】 

・住宅 ー 面を中心に基準
が く、 助等の支援制度
がないためと 。 

 
新築 ①  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目は住宅 ー のみに設定し、共用部
分・敷地を重視。選択項目は全 に く設定し
て り、選択 に る 応は可能だが、分類ごと
に 定の適合が必 。 

)認定マー  
) 提  
) 帯 ーン 

0  
【0 年】 

・選択項目を含めて住宅
ー 面を中心に基準が い
こと、マンション が く
はないためと 。 

 
新築 ①  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目を住宅 ー からソフト支援、立地まで
全 的に く設定し、住宅 ー は住戸専用
部分を り重視。施設は ルー 及び イ

トの の設 が必須。選択項目も く設
定し、分類ごとに 定 の適合が必 。 

)認定マー  
) 提  
) 帯 ーン 
) 積  

17 ・ 
1 070 戸 
【1 5 年】 

・ 定の実 はあるが（新築
では 積 割 に り 規

マンションで 及） 近
は ち。 ー を ま
た基準の しが必 。 

戸
 

新築・ 
既存 

② 
1 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・子育て親子の交流を目的とし、施設は ルー
及び イ トの設 が必須。必須項目は、

住戸専用部分は で、共用部分・敷地を り重
視。選択項目は住宅 ー から子育てサービスま
で く設定し、 定 の適合が必 。 

)認定マー  
) 提  
) 積  
)住民 支援 

4 ・ 
1 119 戸 
（1 ） 
【0 4 年】 

・ に して認定 が
ない。選択は可能だが、

住戸性能表 基準の適合
が と 。既存住宅の
基準設定も 。 

 
新築・ 
既存 

①  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目は住宅 ー のみの設定で、項目 も
の類型。選択項目は全 に く設定して

り、選択 に る 応は可能だが、分類ごとに
定の適合が必 。選択項目を中心としてバ

ンスのとれた 準の確保をねらいとする。 

)認定マー  
) 提  
) 帯 ーン 
) 積  

24  
【6 年】 

・制度 設３年目以 は
向。他の との 別

化が 分でないため基準
の し、イン ン

が 。 

戸

住
宅 

 
新築 ①  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目を住宅から団地 の施設併設、サービ
ス・立地まで く設定。選択項目は住宅 ー

、立地を中心に設定し、選択 に る 応は可
能だが、分類ごとに 定の適合が必 。 

)認定マー  
) 提  
) 帯 ーン 

35 団地・ 
461 戸 
【5 8 年】 

・実 は 定で 。
は 規 分譲が す

るため、 を 10 戸以上か
ら 5 戸以上に改 。 

 
新築 ①  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

・必須項目は住宅 ー のみの設定で、住戸専用
部分を り重視。選択項目は全 に く設定
し、分類ごとに 定の適合が必 。 

)認定マー  
) 提  
) 帯 ーン 

4 団地 
【2 年】 

・住戸 ー の基準が
者 ー に合 していない
可能性がある。 

 【 】 ※1 各 の制度 及び各 の 当者 の アリン に基 き、各制度の目的（ねらい）を し、その を次の うに分類して で している。 

「目的①」： 子化 策、子育て世帯の流 ・定住 を るため、安心・快適に子育てできる ー からソフトまでバ ンスの れた住宅の 及  

「目的②」：安心して子育てできる地域を 成するため、地域向けの子育て支援施設を た住宅の 及  

② 1 子育て施設を 、子育て支援・地域 支援サービスを提 する住宅の 及 （子育て施設の ー 子育て支援サービスのソフト） 

② 2 子育て施設を た住宅の 及 （子育て施設の ー のみ。併設施設の 類は と事 、又は併設施設 のサービスは が提 等） 

※2 基準設定の特 に す ～ のアルフ トは、表 の表 の「  住戸専用部分」～「  ・立地」の のアルフ トに 応している。 

「共同住宅」の類型 に す ーマ は、「  住戸専用部分」及び「  共用部分・敷地 」について、表 の に した各 制度の必須項目 を とした ス ー分 の

を す。 ～ に す上 の は、各 ス ー（ ～ ）を特 ける必須項目 のス アの全 （表 の【 】 ）から たな 小 を して り、 のと りである。 

「 」： も いス ア（ り い）。 「 」： 目に いス ア（ り い）。 「 」： から 目に いス ア（ り い）。 「 」： も いス ア（ り い） 

また、 ～ については必須項目の の有 及び を して り、次のと り。 「 」：必須項目が 項目以上、「 」：必須項目が１項目、「 」：必須項目の設定なし 

       「戸建住宅」については、 ・ については、「 」：必須項目 が り い、「 」：必須項目 が り小 い、を している。 ～ については、「共同住宅」と同様である。 

な 、「共同住宅」及び「戸建住宅」ともに、 ～ の に きで しているのは表１の「認定の 」 に した【選択項目】の適用の を して り、 のと りである。 

「 」： 定 又は 定得点以上の選択項目を満たすことが   「 」：選択項目を しているが ではない（満たすことが望ましい項目として ）  「 」：選択項目の設定なし 

※3 実 は計 認定を含む。【 】 は制度 以 の年間の 実 （ ）を している。2016 年度は１年間と計算し、制度 年が年度 中の場合は１年 算している。 

※4 評価・ は、各 の 当者 の アリン に る。制度（基準）の 、 状の実 を ま た各 の 当者の評価 認 を している。 
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．子育て と る住宅・ 住 の  

次に WEB アン ート調査（以下「WEB 調査」とい

う。）の結 を とに、消費者である子育て の （

者）が重要と考える住宅・居住環境の要 を解明する。 
地方公共団体の子育て認定住宅の認定 目において

い 度で いられている 目を 出し、50 目を調査

目として設定し（表 ）、子育て・子育 の上での重要

度を調査した。 目の重要度は、子 の成長 に

よって なると されるため、子 年 を「 期・

前期」「 後期」「 学生 学年」「 学生 学年」

「 学生」に し１ ）、 年 期において「住居費を

けて 重要と う」、「重要 が住居費を ける ではな

い」、「重要とは ない」の重要度３ で把握した１ ）。 
表 は WEB 調査で設定した調査 目 との重要度を

化した結 を している。子 の年 期 とに、

調査 目の重要度３ の比 を求め、これを と

した「 ラ ター 」を行い１ ）、 化を行っ

た。表 に す「 」～「 」の ラ ターの特徴を

心の ア（重要度３ の比 ）で 明したのが表

である。表 、「 」が い ア、「○」が２

目に い ア、「 」が い アを している。

 住 費を けて の 目 
「住居費を けて 重要」の 合が い ラ タ

ー に 目し、子 の年 期 に 当 目をみる。

 ー 定 目 目 との 度の  

 
子どもの年齢 の 度の  

 
 

 
 

 
年 

 
年 

 

住宅の

 

1 住宅 での ・ の工夫がある（ ・ の が くな ている、 りにくい など）      
2 の工夫がある（ ン 、 の すり・ を くするなど）        
3 は み・ つめ の工夫がある（ アスト ー、 つめ ー がついているなど）      
4 所 の の工夫がある（ ・ 等事 が こり すい場所 子ども とりで れない）       
5 め・ め出し の工夫がある（ の位 を くするなど）      
6 の工夫がある（ ン ントが子どもの の きにくい位 にあるなど）      
7 子どもの様子を し すい間 りの工夫がある（ 面 ン、リビン から りが るなど）      
8 策がある（ アの 2 重 、 きイン ー ン、 、管理人がいるなど）         
9 敷地 の 事 を 工夫がある（敷地 の 場と が で分 れているなど）      
10 がある（子どもの ・ ル 、 ・ など、 の などを できる）      

住宅の
 

11 的な が 用 れている（ 性のある の 用、シ スの心配が ないなど）      
12 リビン 子ども部 の 当たり しが良い           

子ども
の

 

13 ンの ・ い す （子どもが いできるなど）      
14 リビン の ・ い す （子どもが遊んだり したりできるス ース、 があるなど）        
15 子どもの 配が られる間 りの工夫がある（リビン に があるなど）      
16 トイ の ・ い す （親子で に てトイ ト ー ン できるなど）      
17 の ・ い す （親子で に てくつろ るなど）      
18 の （親子で に られる）      
19 子どもの 性を育てる設 の工夫がある（ けし すい 、 い すい ア ・ バーなど）      
20 子どもの がある（確保できる住宅の がある）        
21 子どもの成 に応 て間 りを 単に られる（ リビン の 部を子ども部 に るなど）      
22 の ス ースが 実している（ ビー ーが ける、 い ー イン ー トなど）      
23 に れられる環境にある（家 ができる いバル ーがあるなど）      

子
の  

24 の遮音性が い（子どもの び ね き が近 に りにくい）        
25 家事 が 的である（ 理をしながら し すいなど）      
26 、 りの がし すい（ れにくい、 単に き れるなど、 し すい の 用）      
27 の でも ものが る工夫がある（ 機、サンルー など）      
28 夫 のためのス ースがある（子どもを かした など、夫 でくつろ ことのできるス ースなど）      
29 親が 分の 間を楽しめるス ースがある（ を楽しむス ースなど）      
30 親 ビーシ ーに子 を み すい工夫がある（ に施 できる、 的 間を分 した間 りなど）      
31 外出 に ビー ーが利用し すい（ ー ーがある、 から 外まで がないなど）      
32 敷地 に 分な き場がある      
33 宅の 場が利用し すい      

の
 

34 （地 、 など）の 性が い地域に立地している      
35 住宅周辺の交 安全性が い（ りの しい に面していない、 い があるなど）      
36 住宅周辺の 性が い（地域 るみの がある、 があるなど）       

の
 

37 育上 しくない施設（ ン ・ など）が住宅周辺にない      
38 子育て支援施設（保育 、 、 など）が近くにある       
39 小・中学校、 などが近くにある         
40 安心して遊 られる公 が近くにある       
41 バス が近くにある      
42 子どもが く利用する （小 など）が近くにある        
43 ・ 用 のスー ー等が近くにある      
44 の利便性が い（ に近い、公共交 機 が に便利であるなど）      

子

 

45 の子育て支援サービスが 実している（子育てイ ントの 、子育て など）      
46 育 スト ス の 等の支援サービスが 実している（心の サービス、子ども かりなど）      
47 同世 の親子と交流し すい地域・環境である（地域に ルー 子育てサー ルがあるなど）      
48 様 な世 の人と交流し すい環境にある（地域に子どもが 加できるイ ント 事があるなど）      

 
 

49 と交流し すい環境にある（子どもの の家に近い、 の が まる部 があるなど）      
50 子どもを けられる親族 人などが近くにいる（ 用ができた場合、 分の 間をつくるためなど）      

の  16（20） 11（25） 12（19） 9(7) 5(8) 

【 】 ※ は、「住居 をかけても重 だと う」上位１位から３位までの選択 を、１位「３点」、 位「 点」、３位「１点」、 択なし「 点」でス ア化した で、上位５位までの項目を している。 
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 ーの  

度 
 

住 も 
 

住  
 

 

    

    

    

    

  ・  16 目が ラ ター に 当

し、住宅・地域の安全や住宅・立地環境の に関して

重要 目が に たる。住宅の安全・安心に関しては

「2: の工 がある」、「3： はさみ・ つめ

の工 がある」、「4： 所への 入 の工 があ

る」、「7：子 の 子を把握しやすい 取りの工 が

ある」、「8：（住宅の） 対策がある」が 当する。住

宅の 性に関しては「11： 的な が されて

いる」、「12：リ ングや子 部 の日当たりや 通し

が い」が 当する。子 の や な成長や子育ての

に る住宅 能・設備に関しては「17： の広さ・

いやすさ」、「18： の広さ」、「24: や の 性

が い」が 当する。 た、地域の安全に関して「34：
自 の 性が い地域に立地」、「35：住宅 の

交通安全性が い」が 当する。さらに、立地環境の

性に関して「38：子育て支援施設が近くにある」、「40：
安心して せられる公 が近くにある」、「42：子

がよく する が近くにある」、「43： ・日

の ー ー等が近くにある」が 当する。 
   11 目が ラ ター に 当する。

期・ 前期と比較すると、「3： はさみ・ つめ

の工 がある」、「4： 所への 入 の工 が

ある」、「7：子 の 子を把握しやすい 取りの工

がある」、「11： 的な が されている」、「17：
の広さ・ いやすさ」の重要性はやや 下し、 ラ

ター になる。 って、「14：リ ングの広さ・

いやすさ」が ラ ター となる。リ ングは 後期

ら（ 学 学年に けて） びや 題をする 所と

して 活 されるため重 される。その の 目は、

期・ 前期と の重要評価である。 
  12 目が ラ ター に 当する。

全体的な 向は 後期と しているが、子 の

が独立し める時期であるため「18：（ 子で一 に

られる） の広さ」は ラ ター となる。 っ

て、子 一 での 出の 会や行 広がること

ら、「36：住宅 の 性が い」が ラ ター

となり重要性が する。 た、 学 入学を に「

学 、図 な が近くにある」の重要性 する。 

  ラ ター に 当するのは 9
目に 少する。「3： はさみ・ つめ の工 」、「14：
リ ングの広さ・ いやすさ」、「24: や の 性が

い」、「42：子 がよく する が近くにある」

は ラ ター となる。 って、「20：子 の

がある」が ラ ター となり重要性が る。 
  ラ ター に 当は 5 目とさらに

少する。子 の成長に い「35：住宅 の交通安全

性が い」、「36：住宅 の 性が い」、「40：安心

して せられる公 が近くにある」、「43： ・日

の ー ー等が近くにある」が ラ ター となる。 
 以上を整理すると、 （ 者）が子育てにおいて「住

居費を けて 重要」と考える 目の特徴は次のように

なる。 「リ ングや子 部 の日当たりや 通し」、

「地域の 安全性」は全年 期に共通に重要と評価さ

れる。 重要 目は ・ 期で特に く、住宅や

居住環境の安全・ に関する の 目に たる。

子 の年 （成長）に じて、重要 目の内容は 化

する。 学生 学年 では住 いや居住環境の安全や

が 心であるが、 学生 学年以 は子 部 の

（住 いの広さ）や 育 関への近 性が重 される。 

 住 費を けて の 位 目 

「住居費を けて 重要」との 目については、

特に重要な上位３位 での 目の 求めた。 調査

目について重要度が上位３位 でに された ア

を計 し１ ）、子 の年 期 とに、「住居費を けて

重要」と された 合との関 を 図で した

のが図１である。 ・ 前期では、「2: の工

」が 重要と評価される。以下、「24： や の

性が い」、「4： 所への 入 の工 」、「12：
リ ングや子 部 の日当たりや 通しが い」、

「42：子 がよく する が近くにある」となる。 
後期で の 向であるが、「38：子育て支援

施設が近くにある」、「40：安心して せられる公 が

近くにある」の重要度 る。 学生 学年になると、

「39： 学 、図 な が近くにある」の重要度が

的に くなる。 た、「14：リ ングの広さ・ いや

すさ」、「12：リ ングや子 部 の日当たりや 通し

が い」、「40：安心して せられる公 が近くにある」、

「8：（住宅の） 対策がある」 対的に くなる。 
学生 学年になると、「39： 学 、図 な が

近くにある」についで、「20：子 の がある」の

重要度が くなる。その の 向は 学生 学年と概
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である。 学生になると、「20：子 の があ

る」の重要度が くなり、ついで「 学 、図

な が近くにある」となる。この 者の重要度が の

目に比 て 的に いのが特徴である。 
 目を す の住 費の  

WEB 調査では、「住居費を けて 重要」と う上位

３位 での 目を現住宅が満たしていない 合、それを

満たすために現住居費に月 でいくらの 担が 能

について た。子 （長子）の年 期 に月

の 担 能 の を したのが図２である１ ）。 
い れの年 期で 月 「4 以上～5 満」、

「9 以上～1 満」の 者に ー がくる。た

し、長子が 後期 では「1 満」が

く、 学生 学年で 者が し、 学生 学年以

になると「5 満」が くなる。長子年 が

上がるにつれ、 育費等の の支出が えることや子

の が えると考えられること ら 担 は 少

の 向にある。し し、子育てに重要と考える住宅・居

住環境を満たすために、月 1 度 での住居費

担の をで る世帯が一定 存在する実態が される。 
 

． と －子育て配慮住宅の基準 に る  

12 自 体で子育て住宅認定制度が されているが、

認定基準と制度目的、地域ニーズ、支援制度等との関

において な実績に がっていない制度 少なくない。

自 体制度の実態や課題を え、「子育て配慮住宅」の

基準化に向けた 点を整理すると、次の点が で る。 

 者・消費者ニーズを 的 基準 

現行の 自 体の子育て住宅認定制度の目的は、子育

て世 の定住等に向けた安心・ な子育て住宅の普及

と住宅 を通じた子育て施設の整備促進とに され

る。認定基準は、こうした制度目的や地域ニーズ等を

えた基準とする必要がある。必 目は子育て・子育

における安全や さの に で、 広い子

２ と 目を す の住 費の 子 の  

１ の 目と

て 位 目に

と 目と ての

の 子 の

【 】  

※１ 全項目の 点を 点とし、 に「重 な上位３項

目に 択 れたス ア」、 に「重 な項目としての

割合」を設定している。 

※  中の トの の は、表 に す 項目

（50 項目）の項目 を している。 
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の年 で共通的に必要とされる重要 目に る一方で、

目を やし、事 者の理 や消費者ニーズ等に

じた な 工 がで る体 とすることが望 しい。 

 子育て の ー を 基準 

 くの制度では 定する子 の年 が明 的に定め

られておら 、子 の年 に配慮した基準（ 目）の

設定とはなっていない２ ）。一方、 が安心・ な子育

てのために「住居費を けて 重要」と考える内容は子

の成長に じて 化することが具体的に された。 

このため、子育て世帯のライフ ージを 識した基準

の検討が必要である。 え 、 住宅に比 て 住

宅の 準は一 的に いが、配慮事 の い の子

のいる世帯が に居住するのは 住宅である２１）。

期を とした 住宅と、 期後期以 を と

した （ 住宅・共 住宅）な 、子 の成長に

う住み えを 識し、住宅タイ とに入居する世帯

のライフ ージを 定した基準化が望 れる。その 、

住宅は一定 以上の 団地でなくて ２２）、住宅

位で認定を けられる 組みが求められる。 

 住宅の ・ 通に する基準 

 子育て世帯の希望する住宅を で る環境の整備の

ため 存住宅の活 ・ 通が重 されている。し し、

住宅と 存住宅の基準が じで、 存住宅での

が進 でいない自 体 少なくない。 存住宅の現 の

性能や改 ト等 えつつ、 住宅の基準とは

なる合理的な基準の設定が求められる２３）。 

 基準を実 する の 制度の 実 

 制度目的に じて、普及に向けた支援制度の 実が求

められる。整備費 を有する制度 あるが、 設施設

のみが対象で、有 活 しにくい ー ある。安心・

に子育てで る住宅を得るためには一定の住居費

担を ない世帯が存在すること ら、住宅 を と

して住宅整備・取得 等の支援制度 求められる２ ）。 

 子育て配慮住宅を る地 の子育て の 実 

事 による一定の子育て支援 ー の が必

の制度 あるが、当 住宅の居住者に 定した ー

は ではない。地域での子育て・子育 を支える

ニ 成の支援や地域の 子が 広く で る

ー の が重要である２ ）。自 体の基 的な子育て

支援 ー の 実を前 とし、事 者や住 体によ

る地域開 された取組みを支援するしくみが求められる。 

 
1  地方自 では 及び は「普通地方公共団体」、特

は「特 地方公共団体」と定 されるが、本 では とめて「地

方公共団体」と する。 た、 では「自 体」と する。 
）国土交通省が設置した「安心居住政策研究会」の「 とり とめ
（ 成 年 月1 日公表）」では、国において、 子育て世帯向け
住宅の認 な に取り組 地方自 体の先進事 を作成し、
・普及を図ることに えて、 安心して子育てで る住宅に関す

るガイドライン を策定すること 的とされている。 
）本 に関 する 研究として 1）があるが、 年 月現在
で制度を有する 自 体の概要を しているにす ない。その 、

等があるが、基準の設定 や実績等は じられていない。 
）子育て世帯の住宅ニーズ調査は、自 体の 、 住宅事 者等
が住宅 開 向けに実施しているが（ 等）、住居費 担との
関 が 識されていない、住宅ハードの調査が 心である等が い。 
） の の ラン 上、住宅ハード（ 及び ）が ラ ター決定
の 要 となるため（全 を 入した 合 じ 結 となる）、
住宅ハードのみで ラ ター を行い、 の少ない ～ は必

目の有 ・ で した。 の は表３の ２を 。    
なお、本 では調査 目 の 的な を 明することは重

要でないこと ら、 ラ ター を した。 た、 ラ
ター の 定にあたっては、 の や 特性を 定した。 

） デ 事 の成 を えて「子育てに配慮した住宅のガイドライ
ン」を策定し、これに基づ 認定制度（基準）が 設されている。 
）た し、 は制度初年度の実績であり、基準内容と実績、支援
制度の 等の関 については 検 が必要である。 た、

、広 では、さらなる実績の向上に向けて、 共 住宅
でのイン ン を めることを検討課題としている（表３）。 
）住宅ハードの整備内容が一定 準（ 目の住 部 の配慮につ
いて1 点以上、 つ共 部 の配慮について1 点以上を取得）の
合は１ につ の がある。 た、誘導 （

）の の住 整備費 として 当たり1 （1
度 1 ）がある。その 、キ ズ ーム整備費 1
、 イ ト整備費 の施設整備費 ある。 

） の 、 、 、 、広 で容 制度が
設けられている。 をはじめとする 自 体では、 地
の事 等では 的に されていると評価されている。 

1 ） は の開通後 ン ン開 が活 で子育て世帯
の 入が い。 の担当者は 存 ン ンに で る基準設
定であるが、制度開 直後であり、 が重要と評価している。 

11）世 谷 では「 等が子育て支援・地域交 事 を計画に基づ
年 に たり年 以上の開 」、 では「一時 り・送
ー 等の ー 、自 育 ー 活 の支援、 育施設

等との のい れ を 年以上 して実施」が求められる。 
1 ）次の等 以上の性能が要 である。「1 1 等 （ 体の

等 ）：等 」、「 1 化対策等 （ 体等）：等 」、「 1
理対策等 （ 配 ）：等 」、「 理対策等 （共

配 ）：等 」、「 対策等 （共 ）：等 」、「 1
省 ー対策等 ：等 」、「 1ホ ムア デヒド対策（内
及び 等）：等 」、「 1 者等配慮対策等 （ 部 ）：
等 ３」、「 者等配慮対策等 （共 部 ）：等 」。 

1 ） 度 は、世 谷 、川 1 （ 者等配慮
対策等 （共 部 ）の取得等 により 度 が なる）である。 

1 ）「住生活基本計画 全国計画 」では、目標１の基本的な施策として、
住宅の子育て世帯向けリフ ームの促進、 子育て世帯

向けの 質で 的な 存住宅の 通促進等が位置づけられている。 
1 ） ～ を ・ 前期、 ～ を 後期、 学生1～ 年生を

学生 学年、 学生 ～ 年生を 学生 学年としている。 
1 ）「住居費を けて 」とは「月 の住宅 ーン や が く

なることをいう」ことを明 して調査した。なお、「住居費を けて
重要と う」については、現在の長子の年 期 についての
けでなく、それ以前の全年 期 について を求めた。 

1 ） ラ ター の方 や ラ ター の設定は と である。 
1 ）１位３点、２位２点、３位１点、 なし 点で ア化した。 
1 ） 担 は自 入ではなく、費 を設定して し を求めた。

なお、住宅タイ の したが、有 な は られな った。 
） 定する子 の年 は「1 で」と定 している制度 あるが、

ら 学生 学年 でが じ基準で れている。 
1）「 成 年住宅・土地 計調査（総 省 計 ）」において、 と
子の世帯の長子年 と住宅所有関 の関 をみると、長子年 が３

満では （ ）が く、 以上では が となる。 
） 住宅を対象とした制度は、 では1 以上、 は

以上の 住宅団地が対象である（ 当初は1 以上が要
であったが、 1 年 1 月の制度改 で 以上に ）。 

） 存 ン ンでは認定を ける リ トの 明 さや、基準
の 認に る住 内調査の しさ（居住者の の得られにくさ）
がいくつ の自 体で されている。普及上の課題と える。 
）住宅 支援 （ ）では 1 年度より「フラ ト 子育て
支援 」を開 している。自 体が実施する 制度等の一定の支
援を前 に、 が住宅 ーンの 下げを行う ので、住宅の
要 （ 基準）は「 居」の 合は「 所・ ・トイ ・ 関
のう ２つ以上を 設置」、「近居」の 合は「 世帯と 以
内に居住」等であり、子育て世帯が重 する要 の はない。
制度の支援の 実と せて、 の制度要 の改善等が求められる。 

） 、 では住 の子育て・ ニ 活 支援があり、
自 体の担当者によると、住 に く評価されているという。地

域での 体的な子育て・子育 の活 支援への展開が求められる。 
 

1） 直 ：子育て支援 ン ンの 計画に関する研究 : 自
体等の子育て支援 ン ン認定基準と実績の比較、2008 年度日本
学会 会学術講 概 . E-2,2008 年 7 月  2）子育て支援 ン
ンにおける子育て世帯への支援の在り方に関する研究 : 

・ の事 を対象として、2012 年度日本 学会 会学術講
概 .F，2012 年 9 月  3）ア トホーム 会社「“子育て世帯の

住 い し”実態調査」、2012 年 6 月 
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